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船舶事故調査報告書 

 

                            令和元年１０月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月２０日 １４時１０分ごろ 

発生場所 岡山県瀬戸内
せ と う ち

市虫
むし

明
あけ

漁港 

虫明漁港９号防波堤灯台から真方位１７９°３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.９′ 東経１３４°１３.４′） 

事故の概要 漁船好和
よしかず

丸は、北進中、また、漁船大西
おおにし

丸は、後進しながら操業

中、両船が衝突した。 

大西丸は、船長が負傷し、右舷船首部外板に破口等を生じ、また、

好和丸は、船底部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 好和丸、４.１９トン 

ＯＹ３－１４３８０（漁船登録番号）、個人所有 

１０.３１ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和４９年１月１日 

Ｂ 漁船 大西丸、０.６トン 

ＯＹ３－２３０７６（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.３２ｍ（Lr）×１.７８ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、６０kＷ（動力漁船登録票による）、

平成１２年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月２４日 

    免許証交付日 平成３０年１０月４日 

           （令和５年１２月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月２１日 

    免許証交付日 平成２６年６月１６日 

           （令和元年１２月１４日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に破口及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西 風速 約１.７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、かき
．．

養殖業の目的で、平成３０

年１１月２０日１０時００分ごろ虫明漁港を出港し、瀬戸内市長島南

南西沖に設置されたかき
．．

養殖施設で、かき
．．

の採取作業を終えた後、１

４時００分ごろ同漁港に向けて発進した。 

Ａ船は、船長Ａが船橋に立って操船にあたり、瀬戸内市邑久
お く

長島
ながしま

大

橋下を通過した後、同橋の北東２００ｍ付近で、虫明漁港９号防波堤

灯台の赤い塔柱（以下「赤灯台」という。）を針路目標として左転

し、同市段島西方沖の水路に向けて約１６ノットの対地速力で北進し

た。 

船長Ａは、これまでに段島西方沖で操業している船をあまり見たこ

とがなかったので、船はいないと思い、赤灯台に針路を向けることに

意識が向いていた。 

Ａ船は、船長Ａが船首方約２０～３０ｍにＢ船を認め、主機をスロ

ーにしたが、１４時１０分ごろ、Ａ船の船首部がＢ船の右舷船首部に

衝突した。 

船長Ａは、衝突の衝撃で転覆したＢ船に乗り移り、落水した船長Ｂ

を同船の船底に引き揚げ、付近を通り掛かった漁船に船長Ｂの搬送を

依頼してから、所属している漁業協同組合に本事故の発生を連絡した

のち、海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、あなご
．．．

籠縄漁を行う目的で、１

３時００分ごろ虫明漁港の係留地を発進し、同漁港内に前回仕掛けて

おいたあなご
．．．

籠を揚げた後、１４時００分ごろ段島西方沖に到着して

同籠の投入を始めた。 

船長Ｂは、主機を微速力後進にかけ、左舷中央部に立って西方に後

進しながらあなご
．．．

籠を６個か７個投入したころ、Ａ船が邑久長島大橋

の北東２００ｍ付近を北東進しているのを認めた。 

船長Ｂは、Ａ船は段島西方とその対岸の中央付近を航行するものと

思っており、いずれＢ船は段島西方対岸近くに向けて移動するので、

Ｂ船の東方を通過すると思い、あなご
．．．

籠の投入を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが後進を続け、段島西方対岸に近づいてきたので浅

所に近寄らないように船首を北東に向けて最後のあなご
．．．

籠を投入しよ

うとしていたとき、大きな衝撃を受けて転覆した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で背中を打ち、帰宅後に病院に行き診断を受

けたところ、約４週間の入院加療を要する第１胸椎椎体圧迫骨折と診

断された。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、いつもよりかき
．．

の採取作業時間が長くなり、帰港が遅く

なっていたので、帰港地付近に帰ってきて、ほっとして気が緩んでい

たと本事故後に思った。 

船長Ａは、もう少し早くＢ船に気付いていれば、転舵するなどして

Ｂ船を避けることができたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、Ａ船の接近に気付いていれば、移動するなどしてＡ船を

避けることができたと本事故後に思った。 

Ｂ船は、汽笛を装備していなかった。 

Ｂ船の漁具は、長さ約７５㎝、直径約１５㎝の黒色プラスチック製

の筒状のあなご
．．．

籠１０個を縄により約１０ｍ間隔で連結し、全長が約

１００ｍあった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、段島西方沖において、北進中、船長Ａが、前路に他船はい

ないと思い、赤灯台に針路を向けることに意識を向けていたことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、これまでに段島西方沖で操業している船はあまり見たこ

とがなかったことから、前路に他船はいないと思ったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、段島西方沖において、西方に後進しながら操業中、船長Ｂ

が、Ｂ船が陸岸近くに移動して来ているので、Ａ船が接近することは

ないと思い、Ａ船から目を離して後進しながらあなご
．．．

籠の投入作業を

続けたことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、段島西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が西方に後進

しながら操業中、船長Ａが、前路に他船はいないと思い、赤灯台に針

路を向けることに意識を向け、また、船長Ｂが、Ｂ船が陸岸近くに移

動して来ているので、Ａ船が接近することはないと思い、Ａ船から目

を離して後進しながらあなご
．．．

籠の投入作業を続けたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、ふだん船を見ることがないところであっても、

いないものと思い込まず、常時周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、陸岸近くで操業中であっても、航行する他船を認めた場

合は、その動静に注意し、接近してきた場合は、余裕のある時機
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に衝突を避けるための動作をとること。 

・甲板上で作業をする場合には、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

段島 

邑久長島大橋 

事故発生場所 

（平成３０年１１月２０日 

１４時１０分ごろ発生） 

Ａ船 

虫明漁港９号防波堤灯台 

長島 

岡山県 

長島 

瀬戸内市 

備前市 

 

Ｂ船 

Ａ船 

船長Ａが、 

Ｂ船を見た場所 

虫明漁港 

段島 

船長Ｂが、 

Ａ船を見た場所 

港域 


